
福島県の緊急対策期間終了後の教育活動。  

福島県新型コロナウィルス感染症対策本部員会

議において，令和3年２月１４日（日）で緊急対

策期間を終了することが示され，「新しい生活様

式」を踏まえた学校の行動基準における対応を“レ

ベル２”から“レベル１”へ移行するとの通知が

ありました。 

レベル１への移行とは，県の緊急対策期間終了

を受け２月２２日（月）より，今回の期間中，見

合わせていました教育活動を，感染症防止対策を

講じたうえで順次再開していくということです。 

   

【再開する主な教育活動】 

〇 音楽科における歌唱及び楽器（鍵盤ハモニカ

やリコーダー）の演奏等 

〇 家庭科における調理実習等 

〇 理科におけるグループ実験等 

 尚，既に実施している対応の継続については，

以下のとおりとします。 

① 緊急事態宣言対象地域への不要不急の往来は

自粛すること。 

② 入試や就職試験等やむを得ない事情により緊

急事態宣言対象地域へ往来する場合は，往来後

２週間の健康観察を徹底すること。 

➂ 児童生徒等の同居する家族に発熱等の症状が

見られる場合の出席停止の措置を継続すること。 

④ 学校外における感染症対策について 

  次の点について児童生徒に指導するとともに

保護者へ協力を依頼すること。 

 ア 児童生徒同士の会食やマスクを外しての会 

話など感染リスクの高い行動を自粛する。 

イ 不要不急の外出や外泊などを自粛する。 

ウ 家庭における健康観察及び登校前の体温

測定は継続する。 

【お知らせ】 

  福島県の緊急対策期間中，音楽科，家庭科， 

理科の一部の学習は制限のため行うことがで

きませんでした。 

  十分な学習及び指導ができなかったものに

ついては，適正な評価を行うことができませ

ん。通知票への記載の一部変更もあります。 

  詳細については後日お知らせいたします。 

６年生を送る会を行いました。   

 今までお世話になった６年生に感謝の気持ちを

届ける６年生を送る会を，５年生の企画運営によ

り行いました。 

  

  

今年度は密を避けるため，体育館での発表は

Zoomを使って校内に配信しました。 

緊急メールへの回答に感謝申し上げます。   

 ２月１３日深夜に発生した震度６強の地震は， 

子どもたちにけががなく安心しました。 

 子どもたちの状況確認のため，緊急メールのア

ンケートで回答をお願いしたところ９０％近い保

護者の皆様のご協力をいただきました。短時間で

確認ができましたことに感謝申し上げます。 

 今後も大きな地震や台風などの自然災害が発生

した際には，緊急メールでお子さんの安否確認等

をさせていただきますので宜しくお願い致します。 

 尚，学校のメールシステムはラインには対応し

ておりませんので，緊急時にはメールをご確認く

ださるようお願いいたします。 
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